
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
平成15年４月７日規則第40号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（平成８年宮崎県規則第27号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）の施行については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政令」という。）及び廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
（定義）
第２条　この規則における用語の意義は、法及び政令の例による。
（一般廃棄物処理施設設置許可申請書等）
第３条　次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(１)　法第８条第２項の申請書　一般廃棄物処理施設設置許可申請書（別記様式第１号）
(２)　省令第４条の４第１項の申請書　一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（別記様式第２号）
(３)　省令第４条の４の２第１項の申請書　一般廃棄物処理施設定期検査申請書（別記様式第２号の２）
(４)　省令第４条の17の報告書　特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（別記様式第３号）
(５)　省令第５条の３第１項の申請書　一般廃棄物処理施設変更許可申請書（別記様式第４号）
(６)　省令第５条の４の２第１項及び第５条の９の２第１項の届出書　一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書（別記様式第５号）
(７)　省令第５条の５第１項及び第５条の10第１項の届出書　一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書（別記様式第６号）
(８)　省令第５条の５の２第１項（省令第５条の５の４において準用する場合を含む。）及び第５条の10の２第１項の申請書　一般廃棄物の最終処分場の廃止確認申請書（別記様式第７号）
(９)　省令第５条の５の３及び第12条の11の３の届出書　一般廃棄物・産業廃棄物処理施設の設置者に係る欠格要件届出書（別記様式第７号の２）
(10)　省令第５条の５の３の２第２項及び第12条の11の３の２第１項の届出書　一般廃棄物・産業廃棄物処理施設の設置者に係る欠格要件届出書（別記様式第７号の２の２）
(11)　省令第５条の５の５第１項の申請書　熱回収施設設置者認定申請書（別記様式第７号の３）
(12)　省令第５条の５の10第１項の届出書　熱回収施設休廃止等届出書（別記様式第７号の４）
(13)　省令第５条の５の11第１項の報告書　熱回収報告書（別記様式第７号の５）
(14)　省令第５条の８第１項の届出書　一般廃棄物処理施設変更届出書（別記様式第８号）
(15)　省令第５条の11第１項の申請書　一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書（別記様式第９号）
(16)　省令第５条の12第１項の申請書　合併・分割認可申請書（別記様式第10号）
(17)　省令第６条第１項の届出書　相続届出書（別記様式第11号）
(18)　省令第10条の10の３及び第10条の24の届出書　産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業に係る欠格要件届出書（別記様式第11号の２）
(19)　省令第10条の10の３の２第１項及び第10条の24の２第１項の届出書　産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業に係る欠格要件届出書（別記様式第11号の２の２）
(20)　省令第12条の７の17第２項の届出書　産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書（別記様式第11号の３）
(21)　省令第12条の７の17第５項の規定による届出書　産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更（廃止）届出書（別記様式第11号の４）
(22)　政令第17条第１項の申請書　廃棄物再生事業者登録申請書（別記様式第12号）

２　次の各号に掲げる添付書類の様式は、当該各号に定めるところによる。
(１)　省令第３条第５項第６号、第５条の３第３項第６号、第５条の11第２項第２号、第５条の12第２項第３号ロ、第６条第２項第３号、第11条第６項第６号、第12条の９第３項第６号、第12条の11の12第２項第２号、第12条の11
の13第２項第３号ロ及び第12条の12第２項第３号に掲げる書類　廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法（別記様式第13号）

(２)　省令第10条の４第２項第７号に掲げる書類　事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法（別記様式第14号）
(３)　省令第３条第５項第８号、第５条の11第２項第４号、第６条第２項第４号、第11条第６項第８号、第12条の11の12第２項第４号及び第12条の12第２項第４号の資産に関する調書（個人用）　資産に関する調書（個人用）
（別記様式第15号）

(４)　省令第10条の４第２項第１号（省令第10条の16第２項において準用する場合を含む。）に掲げる書類　産業廃棄物処分業の事業計画書（別記様式第17号）
(５)　省令第10条の４第２項第４号（省令第10条の16第２項において準用する場合を含む。）に掲げる書類　処分後の産業廃棄物の処理方法（別記様式第18号）
(６)　省令第16条の３第１号に掲げる書類　廃棄物再生事業者の事業計画書（別記様式第19号）

一部改正〔平成16年規則６号・18年70号・23年３号・29年47号・令和元年27号〕
（一般廃棄物処理施設の許可証の交付）
第４条　知事は、法第８条第１項又は第９条第１項の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証（別記様式第20号）を交付するものとする。
（一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の使用前検査の結果通知）
第５条　知事は、法第８条の２第５項（法第９条第２項において準用する場合を含む。）又は法第15条の２第５項（法第15条の２の６第２項において準用する場合を含む。）の検査をしたときは、その結果を当該検査の申請者に
通知するものとする。

一部改正〔平成18年規則70号・23年３号〕
（一般廃棄物処理施設の定期検査結果の通知）
第５条の２　知事は、法第８条の２の２第１項の検査をしたときは、定期検査結果通知書（別記様式第20号の２）によりその結果を当該検査の申請者に通知するものとする。

追加〔平成23年規則３号〕
（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者認定証の交付）
第５条の３　知事は、法第９条の２の４第１項の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証（別記様式第20号の３）を交付するものとする。

追加〔平成23年規則３号〕
（市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出）
第６条　法第９条の３第１項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書（別記様式第21号）を知事に提出して行うものとする。
（廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付）
第７条　知事は、法第９条の５第１項（法第15条の４において準用する場合を含む。）の許可をしたときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可証（別記様式第22号）を交付するものとする。
（法人の合併又は分割の認可証の交付）
第８条　知事は、法第９条の６第１項（法第15条の４において準用する場合を含む。）の認可をしたときは、合併・分割認可証（別記様式第23号）を交付するものとする。
（再生利用個別指定の申請等）
第９条　省令第９条第２号の知事の指定を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書（別記様式第24号）に省令第９条の２第２項に定めるもののほか、再生輸送（再生利用のために産業廃棄物の収集又は運搬を
行うことをいう。）に要する費用を記載した書類を添えて、知事に申請するものとする。

２　省令第10条の３第２号の知事の指定を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書（別記様式第24号）に省令第10条の４第２項に定めるもののほか、再生活用（再生利用のために産業廃棄物の処分を行うことを
いう。）に要する費用を記載した書類を添えて、知事に申請するものとする。

３　知事は、前２項の規定による申請に基づき、指定（以下「再生利用個別指定」という。）をしたときは、再生利用個別指定業指定証（別記様式第25号。以下「指定証」という。）を交付するものとする。
４　再生利用個別指定を受けた者（以下「再生利用個別指定業者」という。）は、当該再生利用個別指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書（別記様式第26号）により知事に申請
するものとする。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

５　第１項から第３項までの規定は、前項に規定する再生利用個別指定に係る事業の範囲の変更について準用する。
６　再生利用個別指定業者は、当該再生利用個別指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、再生利用個別指定業廃止届出書（別記様式第27号）に指定証（事業の一部を廃止したときは、指定証の写し）を添えて、
知事に届け出るものとする。この場合において、知事は、その届出が事業の一部の廃止に係るものであるときは、指定証を書き換えて交付するものとする。

７　再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、再生利用個別指定業変更届出書（別記様式第28号）に指定証の写しを添えて、知事に届け出るものとする。この場合において、知事は、指定証の書換えを要
すると認めるときは、指定証を書き換えて交付するものとする。
(１)　住所
(２)　氏名又は名称
(３)　事務所及び事業場の所在地
(４)　再生利用の目的
(５)　再生利用の方法
(６)　事業に係る取引関係

一部改正〔平成18年規則70号〕
（廃棄物再生事業者の登録証明書等）
第10条　政令第19条の登録証明書の様式は、廃棄物再生事業者登録証明書（別記様式第29号。以下「登録証明書」という。）によるものとする。
２　政令第20条の規定による届出は、廃棄物再生事業者登録事項変更届出書（別記様式第30号）に登録証明書の写しを添えて、知事に提出して行うものとする。この場合において、知事は、登録証明書の書換えを要すると認
めるときは、登録証明書を書き換えて交付するものとする。

３　政令第21条の規定による届出は、廃棄物再生事業者登録事業場廃止等届出書（別記様式第31号）に登録証明書を添えて、知事に提出して行うものとする。
一部改正〔平成18年規則70号〕

（産業廃棄物処理業等の変更届出に係る許可証の書換え交付）
第11条　知事は、法第14条の２第３項及び第14条の５第３項において準用する法第７条の２第３項の規定による届出（事業の全部の廃止の場合を除く。）があった場合において、当該届出に係る事項につき許可証の書換えを
要すると認めるときは、許可証を書き換えて交付するものとする。

追加〔平成29年規則47号〕
（許可証等の返納）
第12条　法第８条第１項、第14条第１項若しくは第６項、第14条の４第１項若しくは第６項若しくは第15条第１項の規定による許可を受けた者、法第９条の２の４第１項若しくは第15条の３の３第１項の規定による認定を受けた
者、法第20条の２第１項の規定による登録を受けた者又は再生利用個別指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、知事に許可証、認定証、登録証明書又は指定証を返納しなければならない。
(１)　許可、認定、登録又は再生利用個別指定を取り消されたとき。
(２)　法第９条第１項、第14条の２第１項、第14条の５第１項又は第15条の２の６第１項に規定する変更の許可を受けたとき。
(３)　法第14条第２項若しくは第７項又は第14条の４第２項若しくは第７項の規定により許可が効力を失ったとき。
(４)　法第14条の２第３項及び第14条の５第３項において準用する法第７条の２第３項の規定による届出（事業の全部の廃止の場合に限る。）を行ったとき。
(５)　政令第５条の５（政令第７条の４において準用する場合を含む。）の規定による届出（熱回収施設の廃止の場合に限る。）を行ったとき。
(６)　第９条第６項又は第７項の規定により、指定証を書き換えて交付されたとき。
(７)　第10条第２項の規定により、登録証明書を書き換えて交付されたとき。
(８)　前条の規定により、許可証を書き換えて交付されたとき。

一部改正〔平成16年規則６号・18年70号・23年３号・29年47号〕
（書類の経由）
第13条　法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる保健所の長を経由するものとする。
一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設及び
熱回収施設並びに産業廃棄物収集運搬業及び特
別管理産業廃棄物収集運搬業（積替施設又は保
管施設を有する場合に限る。）に係る書類

当該施設の所在地を管轄する保健所

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処
理業（産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業
廃棄物収集運搬業の積替施設又は保管施設を有
する場合を除く。）並びに産業廃棄物再生利用業
及び廃棄物再生事業者に係る書類

当該事業を行う者の住所又は主に当該事業
を行う場所（県外に住所を有する者にあって
は、主に当該事業を行う場所）を管轄する保
健所

一部改正〔平成23年規則３号・29年47号〕
（書類の提出部数）
第14条　法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、２部（正本１部及び副本１部）とする。ただし、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替施設又は保管施設を有す
る場合を除く。）の許可の申請にあっては、１部とする。

一部改正〔平成29年規則47号〕
附　則

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により行われている手続は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附　則（平成16年３月25日規則第６号）

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（用紙に関する経過措置）

２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附　則（平成18年８月７日規則第70号）

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
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２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の廃棄
物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附　則（平成23年３月17日規則第３号）

（施行期日）
１　この規則は、平成23年４月１日から施行する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の廃棄
物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附　則（平成24年５月17日規則第33号）

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の廃棄
物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附　則（平成25年11月28日規則第40号）

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の廃棄
物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附　則（平成29年10月26日規則第47号）

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（用紙に関する経過措置）

２　この規則の施行の際現に存する改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則別記様式第６号及び別記様式第７号の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附　則（令和元年12月13日規則第27号）

（施行期日）
１　この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、別記様式第11号の３の次に１様式を加える改正規定は公布の日から施行する。
（用紙に関する経過措置）

２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附　則（令和４年２月28日規則第８号）

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（用紙に関する経過措置）

２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
別記
様式第１号（第３条関係）



一部改正〔平成16年規則６号・23年３号・24年33号・令和元年27号・４年８号〕
様式第２号（第３条関係）



一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第２号の２（第３条関係）

追加〔平成23年規則３号〕
様式第３号（第３条関係）



一部改正〔平成23年規則３号・令和４年８号〕
様式第４号（第３条関係）



一部改正〔平成16年規則６号・23年３号・24年33号・令和元年27号・４年８号〕
様式第５号（第３条関係）



全部改正〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第６号（第３条関係）



一部改正〔平成23年規則３号・29年47号・令和４年８号〕
様式第７号（第３条関係）



一部改正〔平成23年規則３号・29年47号・令和４年８号〕
様式第７号の２（第３条関係）



追加〔平成18年規則70号〕、一部改正〔平成23年規則３号・令和４年８号〕
様式第７号の２の２（第３条関係）

追加〔令和元年規則27号〕、一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第７号の３（第３条関係）



追加〔平成23年規則３号〕
様式第７号の４（第３条関係）



追加〔平成23年規則３号〕
様式第７号の５（第３条関係）

追加〔平成23年規則３号〕
様式第８号（第３条関係）



一部改正〔平成23年規則３号・令和４年８号〕
様式第９号（第３条関係）



一部改正〔平成16年規則６号・23年３号・24年33号・令和元年27号・４年８号〕
様式第10号（第３条関係）





一部改正〔平成16年規則６号・23年３号・令和４年８号〕
様式第11号（第３条関係）



一部改正〔平成16年規則６号・24年33号・令和元年27号・４年８号〕
様式第11号の２（第３条関係）



追加〔平成18年規則70号〕、一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第11号の２の２（第３条関係）

追加〔令和元年規則27号〕、一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第11号の３（第３条関係）



追加〔平成16年規則６号〕、一部改正〔平成18年規則70号・23年３号・令和４年８号〕
様式第11号の４（第３条関係）

追加〔令和元年規則27号〕、一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第12号（第３条関係）



一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第13号（第３条関係）

様式第14号（第３条関係）



全部改正〔平成18年規則70号〕
様式第15号（第３条関係）

全部改正〔平成18年規則70号〕
様式第16号　削除

削除〔平成29年規則47号〕
様式第17号（第３条関係）







全部改正〔平成18年規則70号〕、一部改正〔平成23年規則３号〕
様式第18号（第３条関係）

全部改正〔平成18年規則70号〕
様式第19号（第３条関係）



様式第20号（第４条関係）

全部改正〔平成18年規則70号〕
様式第20号の２（第５条の２関係）



追加〔平成23年規則３号〕
様式第20号の３（第５条の３関係）

追加〔平成23年規則３号〕
様式第21号（第６条関係）



一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第22号（第７条関係）



様式第23号（第８条関係）

様式第24号（第９条関係）



一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第25号（第９条関係）

一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第26号（第９条関係）

一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第27号（第９条関係）



一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第28号（第９条関係）

一部改正〔令和４年規則８号〕
様式第29号（第10条関係）



様式第30号（第10条関係）

一部改正〔平成23年規則３号・令和４年８号〕
様式第31号（第10条関係）



一部改正〔平成23年規則３号・令和４年８号〕


